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はじめに

本研究は、中国全国幼児教師教育学会がリードして開発した『幼児園教師（就学前教育専攻）

養成プログラム（討論試験稿)』（中華人民共和国教育部師範司2005年指令課題成果報告香)(以

下『報告書』と略称する）を踏まえながら、数段階に分けて、5種類の養成プログラムの教育課

程について検討することを目的とする。本稿では、その第1段階として、養成プログラム①：

｢中学校卒業からスタートする就学前教育専攻三年制中等専門学校養成プログラム」を中心に分

析し、幼児師範学校における中等専門教育レベルの教育課程の現状を明らかにし、今後の課題に

ついて考察を試みる。

I中国における保育者養成制度

中国における現行の保育者養成制度は、1950年代に作られた保育制度に対応して形成された。

中国の保育制度により制定された保育機関は、もともと子どもの年齢によって、「託児所」（衛生

部一日本の厚生労働省にあたる－が管轄し、公教育としての位置づけはなく、産休明けの0歳～

3歳未満の乳幼児を対象）と「幼児園」（制度上の管轄は、教育面を教育部一日本の文部科学省

にあたる－が、保健衛生面を衛生部が担当するが、主導機関は教育部、公教育制度の基礎的段階

の教育機関として位置づけられ、満3歳～満6，7歳の幼児を対象）に区分されていた。しかし、

1980年代以降、一人っ子政策の実施、農村出身のベビーシッターの普及、それに加えて早期退

職や解雇で家庭に入る女性が増えたこと等の理由から、乳児期の機関保育への需要が減少した。

また、1990年代から、中国の経済システムの転換に伴い、教育機関ではない単独の託児所は、

一人っ子のための早期教育を望む親からの信用が薄いため、自力で保育年齢を上へ延ばして幼児

園に改組されたり、経営難からつぶれて近隣の幼児園に吸収・合併されたりするようになった。

現在、基本的に「幼児園」が、一体化した保育・教育機関として乳幼児に対する早期の保育・教
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